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監 査 委 員

18年監査公表第５号

平成16年度並びに平成15年度、平成14年度、平成13年

度、平成12年度及び平成11年度の包括外部監査の結果に

基づき講じた措置について、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第252条の38第６項の規定により、京都府知事

から通知があったので、次のとおり公表する。

平成18年５月12日

京都府監査委員 梅 原 勲

同 佐 藤 宏

同 道 林 邦 彦

同 村 山 佳 也

平成16年度包括外部監査に基づき講じた措置状況

第１ 府立２病院（旧府立３病院）

１ 府立洛南病院
�１ 随意契約の根拠が不明確

（監査の結果）

器械備品購入及び修繕の契約において随意契約

が非常に多く、理由の根拠が不明確である。（監

査対象は、平成11年度から平成15年度まで）

（措置の内容）

平成16年度から器械備品購入の契約方法を原則

入札に変更した。
�２ 固定資産の管理状況

（監査の結果）

属性情報、所在場所を記載した一覧表や台帳を

作成すべきである。

（措置の内容）

平成17年３月に必要事項を記載した台帳を整備

した。
�３ 薬剤の在庫管理が不十分

（監査の結果）

月末実在庫をたな卸残高とし、差額を払出実績

とする方法となっており、管理機能がない。

（措置の内容）

平成17年４月から入庫・出庫・在庫数を日々確

認する方法に変更した。
�４ 時間外命令簿への自己記入

（監査の結果）

時間外命令簿が自己記入となっており、時間外

勤務の縮減を期するという事前命令制度の目的に

反している。

（措置の内容）

職員の業務の状況を看護師長等が確認・点検の

上、所属長が命令することを平成17年４月から徹

底した。
�５ 精神科救急入院料の条件整備と迅速な取得

（監査の結果）

診療報酬（精神科救急入院料）に係る収益機会

損失を解消するため、診療報酬基準を満たすよう

迅速な対応を講じるべきである。

（措置の内容）

平成17年10月に条件整備のための改修工事に着

工し、平成17年12月に完了した。４箇月の仮稼働

期間を経て、平成18年６月から診療報酬取得予定

となっている。

２ 府立与謝の海病院
�１ 随意契約の根拠が不明確

（監査の結果）

器械備品購入及び修繕の契約において随意契約

が非常に多く、理由の根拠が不明確である。（監

査対象は、平成11年度から平成15年度まで）

（措置の内容）

平成16年度から器械備品購入の契約方法を原則

入札に変更した。
�２ 時間外命令簿への自己記入

（監査の結果）

時間外命令簿が自己記入となっており、時間外

勤務の縮減を期するという事前命令制度の目的に

反している。

（措置の内容）

職員の業務の状況を看護師長等が確認・点検の

上、所属長が命令することを平成17年４月から徹
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底した。

第２ 府立医科大学附属病院

１ 給食業務委託方法の改善等

（監査の結果）

給食業務委託について、昭和22年から続く特定業

者との単独随意契約は、必要性、許容性及び相当性

が認められず、早急に改善すべきである。

（措置の内容）

公募型プロポーザル方式によって業者選定を行

い、平成18年２月から業務委託を行った。

（監査の結果）

給食業務の委託業者が病院内を本店所在地として

いるが、特定業者の本店所在地が病院内にあること

は、当該業者の社会的信用性を高める目に見えない

付加価値という利益を供与することとなるため、改

善すべきである。

（措置の内容）

平成17年３月に、委託業者において本店所在地を

附属病院外に変更した。

２ 医療機能評価の受審

（監査の結果）

既に受審申し込み済みであるが、公的病院という

社会的立場やその重要性から、財団法人日本医療機

能評価機構による医療機能評価を受審するべきであ

る。

（措置の内容）

平成18年１月に財団法人日本医療機能評価機構に

よる訪問審査を受審した。

３ 老朽化施設の早期売却

（監査の結果）

建築後30年超となり、施設の老朽化が要因で、入

居者４名、稼働率14パーセントに過ぎない築山寮の

早期売却を検討するべきである。

（措置の内容）

平成17年３月に看護師寮としては廃止し、カルテ

庫として有効活用を図っている。

４ 外来診療棟の整備・新築

（監査の結果）

外来診療棟は京都の医療を支える中枢センターと

して平成23年完成を目標に計画が進められている

が、現段階では建築に係る厳密かつ精緻な将来設計、

建築予算、コスト収益分析等の検討が不十分である。

今後、府民生活向上の視点から費用対効果を十分

に検討した上で、その整備や機能の検討を行ってい

く必要がある。

（措置の内容）

平成17年度中に実施設計を完了するとともに、平

成18年度当初予算で第１期の建設事業費を計上して

いるが、外来診療棟の機能について、「５つの拠点

機能の整備」や「府民本位の３つの視点」に基づき、

また、附属病院の経営改善にも資するよう計画づく

りを進めている。

５ 医療管理のシステム化

（監査の結果）

的確な経営意思決定や徹底したコスト管理をサ

ポートするため電子カルテや在庫管理等各種業務の

システム化が必要である。

（措置の内容）

平成17年７月から、病院内で使用する医薬材料等

の在庫管理と院内での搬送をシステム化するＳＰＤ

システム（物品物流システム）を導入した。

第３ 京都府農業補助金

１ 補助金交付手続等の不備

（監査の結果）

交付申請及び実績報告時における添付書類の不備

により、必要要件を欠く事例、また、検査調書等の

記入誤りが認められる。

（措置の内容）

担当者会議等において、添付資料の確認や内容の

点検等、適正な交付手続及び検査の実施を行うよう

徹底するとともに、検査行為を実施した。

２ 補助事業完了後の利用状況確認手続の整備（新地

域農場づくり事業）

（監査の結果）

新地域農場づくり事業について、作業用機械やハ

ウス施設等の導入後の利用状況等を把握できるよ

う、規則や要綱上に明記するべきである。

（措置の内容）

当該事業の後継事業である農業・農村活性化経営

体づくり事業実施要領において、事業実施後の状況

報告を義務付けた。

３ 交付金の有効活用

（監査の結果）

中山間地域直接支払交付事業の交付金使途例につ

いての積極的な広報を図り、交付金が有効に活用さ

れるよう努める必要がある。

（措置の内容）

優良事例等を取りまとめ、各市町村に情報提供す

るなど積極的な広報に努めた。

４ 継続事業に関する手続の合理化

（監査の結果）

継続事業等の補助金交付要綱において過大な手続

が定められており、初回申請で確認された書類等に

ついては手続を合理化・簡素化する必要がある。

（措置の内容）

補助金の一括交付決定や提出資料の実施要領への

明記等、手続の合理化・簡素化を図った。

平成15年度包括外部監査に基づき講じた措置状況

第１ 「京都府住宅供給公社」の現状と課題

１ 賃貸住宅事業

（監査の結果）

耐震診断結果を踏まえた具体的な対応策が講じら

れていない。

（措置の内容）



643

京 都 府 公 報 平成18年５月12日 金曜日

月額購読料 2,790円

平成15年８月の耐震診断結果を基に、平成17年６

月に大規模地震時における危険性について入居者に

周知を図った。

２ 不動産資産等

（監査の結果）

処分不明の非事業用資産（3,300平方メートル）

の処分方策について検討・実行すべきである。

（措置の内容）

桃山東団地内の水路敷（37.63平方メートル）に

ついて隣接所有者との土地交換を経て、平成17年12

月に京都市に移管した。

（監査の結果）

処分先送りにより固定資産税等の経費が発生して

おり、早急な対応が必要である。

（措置の内容）

城陽宮の原の汚水処理施設用地（498.3平方メー

トル）については平成17年10月、城陽市に、円明寺

が丘の公園用地等（7,012.97平方メートル）につい

ては平成17年10月、大山崎町に、それぞれ移管した。

第２ 「京都府下水道公社」の現状と課題

（監査の結果）

京都府下水道公社木津川上流浄化センターの運転

操作等業務は随意契約で委託しているが、将来、指

名競争入札方式に変更すべきである。

（措置の内容）

平成17年度契約分から指名競争入札を実施した。

第３ 「府立体育館」の現状と課題

（監査の結果）

高額な設備整備に当たり必要性と効率性を十分吟

味した検討が必要である。

（措置の内容）

平成17年度の高架受水槽の更新に際し、耐震強化

対策も考え、屋上への設置ではなく、地上設置とし

た。

平成14年度包括外部監査に基づき講じた措置状況

第１ 「心身障害者福祉センター」の現状と課題

（監査の結果）

附属リハビリテーション病院の赤字体質の主な原

因のひとつが職員給与であり、民間と比較して非常

に高い。

（措置の内容）

福祉職給料表への切替や特殊勤務手当の削減等、

給与制度の見直しを行った。

平成13年度包括外部監査に基づき講じた措置状況

第１ 「京都府向日町競輪事業」の現状と課題

（監査の結果）

観客席等入場者利用施設の老朽化が進行してい

る。

（措置の内容）

平成14年度以降、第１投票所及び第２投票所の改

修や冷暖房完備の休憩所整備など、入場者利用施設

の改修や小修繕を実施した。

平成12年度包括外部監査に基づき講じた措置状況

第１ 「財団法人京都府民総合交流事業団」のうち、京

都勤労者総合福祉センター（愛称「京都テルサ」）の

現状と課題

（監査の結果）

レストラン外部委託事業は設立当初見込みに比べ

利用率が低く、その充実が課題である。

（措置の内容）

レストランはテナントスペースとして活用するこ

ととし、平成17年９月から京都府消費生活科学セン

ターが入居した。

第２ 「財団法人京都文化財団」のうち、京都文化博物

館の現状と課題及び京都府立堂本印象美術館の現状と

課題

１ 京都府立堂本印象美術館

（監査の結果）

観覧料収入と管理費用を比較すると毎年約８千万

円の支出超過であり、毎年度の支出は管理委託に係

る職員の人件費が中心となっている。

（措置の内容）

常勤職員５名、非常勤嘱託２名の計７名で管理運

営してきたが、平成17年４月に組織体制を見直し、

副館長職の廃止、府派遣職員の見直し等により、常

勤職員３名、非常勤職員２名の合計５名での管理運

営体制とした。

平成11年度包括外部監査に基づき講じた措置状況

第１ 「企業会計的見地からみた京都府の財政状況の現

状と課題」
�１ 連結貸借対照表の作成

（監査の結果）

府試算の貸借対照表の充実のため、連結貸借対照

表を作成し、的確な財政状況の把握・公表に努める

べきである。

（措置の内容）

平成17年12月、普通会計だけでなく、公営企業会

計等の全体会計の状況、更には地方公社や第３セク

ター等の状況を加えた連結バランスシートを公表

し、併せて府ホームページに掲載した。
�２ 会計システムの改善

（監査の結果）

府に所属するすべての資産は、一元的に管理され

る必要がある。

（措置の内容）

府有財産を重要な経営資源と捉え、総合的・一元

的に管理し、効率的で戦略的な利活用を推進するた

め、平成17年度に「府有財産戦略活用推進本部」と

その事務局として出納管理局内に「資産活用プロジ

ェクト」を設置した。




